
「川崎市一般廃棄物処理基本計画等の改定の考え方について（答申）」
を踏まえた計画の策定について（報告）

川崎市環境局

資料４



報告内容

１ 計画策定までの経緯

２ 環境審議会の答申概要

３ 計画のポイント

４ 答申から行政計画とした際の主な整理点

報告内容
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１ 計画策定までの経緯
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○平成28年３月 「川崎市一般廃棄物処理基本計画」策定
市民・事業者・行政が一体となった取組を推進

令和４年３月 「産業廃棄物処理指導計画」策定
事業者の適正処理及び減量・資源化等の取組を推進

○令和５年11月〜 国では循環経済(サーキュラーエコノミー)※への移行を国家戦略として位置づける
など、脱炭素化や資源循環をめぐる社会環境は大きく変化

○令和６年５月 「計画の改定の考え方」について環境審議会へ諮問
環境審議会資源循環部会で専門的に調査審議

○令和８年３月 「川崎市循環型社会形成推進計画」策定

○令和７年11月 「計画の改定の考え方」について環境審議会から答申
市民・事業者の意見を踏まえ

※サーキュラーエコノミー：資源の使用を抑えつつ、設計段階から再利用等を考慮し、資源を効率的・循環的に活用する仕組み



２ 環境審議会の答申概要
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■答申概要

○資源循環の推進や循環経済への移行に向け、12 年間の方向性を示す「基本計画」と、４年間で
取組む具体的事業を位置づけた「行動計画」の２層構造とし、次の３つを踏まえることが必要

(1)  ２０５０年のあるべき姿（目指す世界観）の明確化
循環経済、脱炭素化の視点など様々なアプローチで世界観を具体化

(2)  一般廃棄物と産業廃棄物の施策を包含した資源循環
循環経済の移行に向けて、 一般廃棄物、産業廃棄物の枠組みにとらわれず素材・製品別に
高度リサイクルの促進が重要であり、包含した施策が必要

(3)  効果が高い具体的な事業を「重点」として設定
基本理念のポイントとなる、資源循環・循環経済、脱炭素、安全・安心に関する特に効果
が高い具体的事業を「重点」として行動計画に設定



３ 計画のポイント① 2050年のあるべき姿（目指す世界観）の明確化
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３ 計画のポイント② 一般廃棄物と産業廃棄物の施策を包含した資源循環（1/2）
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３ 計画のポイント② 一般廃棄物と産業廃棄物の施策を包含した資源循環（2/2）

-7-



３ 計画のポイント③ 効果が高い具体的な事業を「重点」として設定
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４ 答申から行政計画とした際の主な整理点
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■答申の考え方を計画へ反映
○答申で示された考え方（基本理念、世界観、施策の方向性、具体的事業の重点設定等）

→計画に反映

■答申を踏まえ行政計画として整理した主な点
(1)  行動計画(４年間目標、具体的事業、重点)を追加

(2)  重点に「災害時における安全・安心な廃棄物処理体制の確保」を追加

(3)  市民向けに理解しやすいよう写真やコラムを追加

■まとめ・今後について
○本計画は、環境審議会からの答申を基本として策定

○庁内関係部署と連携し、PDCAサイクルに基づく進捗管理を行い、取組状況を年次報告書として
環境審議会に報告・公表

川崎市循環型社会形成推進計画


